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令和元年６月２７日 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 

 

令和元年度国立研究開発法人産業技術総合研究所調達等合理化計画 

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年5月25日総務

大臣決定）に基づき、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）

は、事務・事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつ

つ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むため、令和元年度の調達等合理化計画

を以下のとおり定める。  

 

１．調達の現状と要因の分析 

（１）産総研における平成30年度の契約状況は「表１」のとおり、契約件数は3,584件、

契約金額は474.8億円である。 

このうち、「競争性のある契約」は2,724件（76.0％）、401.3億円（84.5％）で 

あり、「競争性のない随意契約」は860件（24.0％）、73.5億円（15.5％）であった。 

   また、「特定国立研究開発法人特例随意契約」（以下、「特例随契」という。） 

の件数は1,368件（38.2％）、契約金額は37.5億円（7.9％）であった。 

 

表１ 平成30年度の産総研の調達全体像           （単位：件、億円） 

 平成29年度 平成30年度 比較増△減 

 件数  金額  件数  金額  件数  金額  

競争入札等 
1,513 

(42.1%) 

375.2 

(76.2%) 

998 

(27.8%) 

338.1 

(71.2%) 

△515 

(△34.0%) 

△37.1 

(△9.9%) 

企画競争・ 

公募 

328 

(9.1%) 

18.4 

(3.7%) 

358 

(10.0%) 

25.6 

(5.4%) 

30 

(9.1%) 

7.2 

(39.1%) 

特例随契 
891 

(24.8%) 

24.5 

（5.0%） 

1,368 

(38.2%) 

37.5 

（7.9%） 

477 

(53.5%) 

13.0 

(53.1%) 

競争性のある

契約(小計) 

2,732 

(76.1%) 

418.1 

(84.9%) 

2,724 

(76.0%) 

401.3 

(84.5%) 

△8 

(△0.3%) 

△16.8 

(△4.0%) 

競争性のない 

随意契約 

860 

(23.9%) 

74.4 

(15.1%) 

860 

(24.0%) 

73.5 

(15.5%) 

0 

(0%) 

△0.9 

(△1.2%) 

合 計 
3,592 

(100%) 

492.6 

(100%) 

3,584 

(100%) 

474.8 

(100%) 

△8 

(△0.3%) 

△17.8 

(△3.6%) 

（注1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注2） 比較増△減の（ ）書きは、平成30年度の対平成29年度伸び率である。 

 

平成29年度と比較して、「競争入札等」の件数が515件減少したが、これは、研究

開発に直接関係する500万円以下の物品・役務の契約が「特例随契」に移行した結果

と考えられる。 

また、全契約件数に対する「競争性のない随意契約」（以下「随意契約」という。） 

が占める割合は、平成29年度が23.9％であったのに対し、平成30年度は24.0％であり 

横ばいであった。 
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 その要因は、「随意契約によることができる事由」を規定化（平成27年10月）した

こと、契約監視委員会における指摘や助言を踏まえ、「随意契約」を行おうとする場

合に、その整合性や妥当性について、契約審査役による事前点検及び調達担当部署に

よる二重チェックを継続的に行い、当該対象案件が限定的となったと考えられる。 

 

（２）産総研における平成30年度の一者応札・応募の状況は「表２」のとおり、応札・応募 

が１者以下の契約件数は2,215件（81.3％）、契約金額は167.2億円（41.7％）であった。 

表２ 平成 30年度の産総研の一者応札・応募状況         （単位：件、億円） 

 平成 29年度 平成 30年度 比較増△減 

２者以上 
件数     582 （21.3%）     509 （18.7%） △73   (△12.5%) 

金額   233.6 （55.9%）   234.1 （58.3%） 0.5 （0.2%) 

１者以下 
件数   2,150 （78.7%）   2,215 （81.3%） 65 (3.0%) 

金額   184.5 （44.1%）   167.2 （41.7%） △17.3 (△9.4%) 

合 計 
件数  2,732 （100%）  2,724 （100%） △8 (△0.3%) 

金額   418.1 （100%）   401.3 （100%） △16.8（△4.0%） 
（注1）計数は、それぞれ小数点第二位を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注2）合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募、特例随意契約、不落随意契約）を行った計数である。 

（注3）比較増△減の（ ）書きは、平成30年度の対平成29年度伸び率である。 

 

平成29年度と比較して、全契約件数は横ばいであったが、全契約件数に対する「１

者以下の応札・応募となった契約」が占める割合は、平成29年度が78.7％であったの

に対し、平成30年度は81.3％であり3％の微増であった。 

契約方式で分析したところ、平成29年度の「一般競争」は71.2％、「企画競争」は

70.1％であったのに対し、平成30年度はそれぞれ、68.4％、65.6％と減少したが、 

「特例随契」は、平成29年度は85.1％であったのに対し、平成30年度は87.2％と増加 

となった。 

「一般競争」「企画競争」が減少した要因としては、事業者への様々な調達情報の

配信や入札参加の声かけを継続的に行った結果、参加事業者が増えたと考えられる。

一方、「特例随契」が微増した要因としては、「特例随契」は上限額が500万円という

制度であることを事業者が知り得ているため、見積額が500万円以下にならない場合に

は参加しないこと、更に、産総研が世界最高水準の研究開発を行う法人であり、高い

技術や高性能・特殊仕様の研究機器等の調達が多くなるため、対応できる事業者が限

られてしまうという要因により１者以下の応札・応募が高くなったと考えられる。 

 

２．重点的に取り組む分野（【 】は評価指標 ） 

上記「１．」の現状分析等を含め総合的に検討を行った結果、以下の（１）から（４）

の分野について、それぞれの状況に即した調達の改善及び事務処理の効率化に努めるこ 

ととする。 

（１）適切な随意契約に向けた取り組み 

（２）一者応札・応募の低減に向けた取り組み 

（３）人材育成・情報の共有等 

（４）その他 
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（１） 適切な随意契約に向けた取り組み 

１）競争性のない随意契約 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24日閣議決定）

を踏まえ、一般競争入札を原則としつつも研究開発業務を考慮し「随意契約によ

ることができる事由」を規定化（平成27年10月）したことにより、従来、「公募

随意契約」であった案件のほとんどが「競争性のない随意契約」の対象案件に移

行したことを踏まえ、より一層の適切な随意契約に向けた次の取り組みを実施す

る。 

【競争性のない随意契約について、次の取り組みを着実に実施し、適切かつ合理

的な調達を実施したか】 

○「競争性のない随意契約」を行おうとする場合は、その妥当性を精査するため、 

民間企業で培った技術的な専門知識を有する契約審査役による事前の点検を行う。 

○「競争性のない随意契約」を行った案件については、その妥当性を確認するため、

契約監視委員会の事後点検を行う。 

○「競争性のない随意契約」を行った案件については、その透明性と客観性を確保

するため、契約の相手方の名称、契約金額、随意契約によることとした理由等を

産総研公式ホームページ（以下「ホームページ」という。）で公表する。 

○特殊な技術又は設備等が不可欠な事業であって、当該技術又は設備等を有してい

る者が特定の一者に限定されると判断できない調達案件については、競争性及び

透明性を確保するため「公募（入札可能性調査）」の手続きを実施する。 

 

  ２）競争性のある随意契約 

     「特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針」

（平成29年3月10日閣議決定一部変更）を踏まえ、研究開発に直接関係する物品

及び役務の調達に限っては、平成29年10月から「特例随契」を適用することとし

たため、適正な運用に向けた次の取り組みを実施する。 

【「特定国立研究開発法人の調達に係る事務について」（平成29年3月10日内閣

総理大臣決定、総務大臣決定）に基づき、特例随契について適切な調達を実施し

たか】 

 

  〇公正性を確保するため、関係法人1以外との契約とする。 

 ○競争性及び透明性を確保するため、公開見積競争を原則とし、これによらない場

合は見積り合せを実施する。 

 ○価格の妥当性を確保するため、公開見積競争の参加者が一者である場合には、 

価格交渉を実施する。 

 ○個々の特例随契案件が、公正かつ透明な調達手続き及び、迅速な調達となってい

るか等について、契約監視委員会において事後点検を実施する。 

 

                                                   
1 関係法人とは次の①及び②のいずれにも該当する法人 
 ①当法人の役員経験者が再就職している又は課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。 
 ②総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引割合が３分の１以上である。 
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（２） 一者応札・応募の低減に向けた取り組み 

競争性確保の観点から、次の取り組みを実施するものとする。 

    【競争性のある契約について、以下の取り組みを着実に実施したか】 

 

○全国の事業所の入札等案件情報をホームページ等で周知するほか、調達担当者が

過去の納入実績データを、製造メーカ別や納入事業者別で整理・共有するととも

に、当該データを活用して入札参加の直接呼びかけを行う等により入札参加者の

拡大を図る。  

○次年度分の年間契約について予定一覧を作成し、当該入札公告が案内されるより

前にホームページにて公表し、事業者が計画的に入札への準備、入札への参加が

出来るよう事前の情報提供を行い、入札参加者の拡大を図る。 

○調達情報について、ホームページに掲載するとともに、新着情報配信（RSS配

信）を活用した事業者への情報提供を実施する。 

○事業者が余裕をもって計画的に提案を行えるよう、事業内容に応じて適切な公告

期間を設けるとともに、可能な限り説明会を実施し、説明会から提案締切りまで

の期間（一般競争入札は7日以上、企画競争は15日以上）を十分に確保する取り

組みを実施する。 

○複数年度にわたって事業を継続することが合理的な案件については、経済性を考

慮のうえ、可能な限り「複数年度契約」にすることで契約規模を拡大させ、事業

者の参入意欲をより一層高める取り組みを実施する。 

   

○つくばセンターにおいては、事業所ごとに調達を行うことを原則としているが、

事業所共通で必要となる消耗品の調達や役務契約については、事業所ごとに契約

するのではなく本部（経理部調達室）一括で契約することで契約規模を拡大さ

せ、事業者の参入意欲をより一層高める取り組みを実施する。 

○工事契約において、建築資材や労働者の確保、工事にかかる準備・後片付けの日

数、週休２日の確保等を考慮した適正な工期を設定する。また、工事現場に配置

する主任技術者等や設計業務における管理技術者の選定において、必要となる国

家資格及び実務経験等の資格要件を必要最低限のものとし、事業者の参入をより

一層高める取り組みを実施する。 

〇一者応札・応募となった案件については、契約監視委員会の事後点検の指摘等を踏

まえて、今後の効果的な低減策の検討を行う。 

 

（３） 人材育成・情報の共有等 

   【契約監視委員会の点検結果について、全国の会計担当者に共有し、改善に向けた

取り組みを行ったか。また、契約審査役の講習会等を実施したか】 

 

○調達手続きの改善等に関する情報及び、契約監視委員会点検による委員からの意

見・指導等については、全国会計担当者会議等を定期的に開催し、全国の事業所

等の会計担当者に有用情報の共有と遵守事項等を周知徹底する。 
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○民間企業で培った技術的な専門知識を有する契約審査役が講師となって、全国の

事業所の会計担当者等に対し、適正な仕様書作成や適切な随意契約事由の選択判

断の考え方などに関するスキルアップ研修を実施する。 

○全国の事業所の会計担当者が一堂に会し、コンプライアンス意識の向上と適正で

迅速かつ効果的な調達手続きの実現のための基礎知識の習得を目的としたワーク

ショップを開催する。 

○全職員等に対し、所内イントラを通じた各種規程類、マニュアル等の周知、e-ラ

ーニングによる研修を実施し、調達ルールの周知・浸透を図る。 

 

（４）その他 

○調達情報については、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日財計第

2017号）等に基づき、年間発注予定表や入札情報、契約結果等をホームページ等

で適時公表する。 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底（【 】は評価指標） 

 【適切な調達の実施や制度改善に向けた取り組みを実施したか】 

 

（１）調達に係る契約権限の明確化と周知 

産総研では、財務及び会計に関する事務の適正化を図るため、研究所の収入及び支

出の要因となる契約その他の行為に関する事務については、会計規程において「契約

担当職」の権限を明確化している。併せて、全職員等に受講義務を課している研修

（e-ラーニング）において、当該権限及び研究者等の一般職員による発注を禁じるこ

とについて周知徹底する。 

 

 （２）公平性・透明性・競争性の確保向上の取り組み 

公平性・透明性確保の観点から、仕様書を作成する場合には、研究・業務遂行上必

要でない過大な要求仕様、競争性を排除する要求仕様となっていないかなど仕様書の

適正化に留意する。さらに、取得予定額が100万円を超える場合は、類似する研究装

置等の比較検討、情報収集を可能な限り行うこととし、適正な執行と競争性の確保向

上を図る。 

   また、少額物品等の調達に迅速かつ効率的なインターネット調達について、公平

性・透明性・競争性を確保した新たなシステムを導入する。 

 

（３） 競争性のない随意契約の所内におけるチェック機能の確保  

「競争性のない随意契約」を締結することとなる案件については、「随意契約によ

ることができる事由」との整合性や妥当性について、調達担当部署（調達担当者、会

計グループ長、契約担当職）と契約審査役による二重チェックを確実に実施する。 
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 （４） 適正な検収の徹底 

50万円未満の検収は事業所等に設置した納品検収所で会計担当職員が実施し、納品

検収所での検収が馴染まない場合は、請求した部門内で任命された検収員が実施した

上で会計担当職員が最終的な確認を行う。また、50万円以上200万円以下の検収は会

計担当職員が実施し、200万円を超える検収は会計担当職員及び請求した部門の検収

員の２名体制で実施する。 

検収は、民間企業等の外部機関からの出向者等も行うことがあるため、検収手続き

やルールの周知徹底及び職員等によるフォロー等、更なる適正な検収に向けた取り組

みを行う。 

 

（５） 資産等の適正な管理及び保管状況の確認  

資産、準資産及び換金性の高い物品については、会計担当職員等が固定資産管理台

帳をもとに全品の現物確認を実施する。 

 

（６） 不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取り組み  

全職員等を対象とした研修（e-ラーニング）のカリキュラムとして、「調達制度」

及び「外部研究資金等の適正執行」を設定することにより全職員への調達ルールの周

知・浸透を図る。 

また、調達に関するマニュアル類は不断の見直しを行い、改訂した場合は所内イン

トラを通じ周知徹底する。さらに、会計検査院の決算検査報告や新聞報道などで他法

人の不適切な事例等が報告された場合には、イントラや所内研修などを活用して注意

喚起を行う。 

事業者に対しても、「不正、不適切な契約を行わないこと」、「不正が認められた

場合は、取引停止の処分を講じられても異議がないこと」などを盛り込んだ誓約書を

徴取する。 

 

４．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関する評

価の一環として、年度終了後に実施し、自己評価結果を主務大臣に報告し、主務大臣の

評価を受ける。 

また、主務大臣による評価結果を踏まえ、その後の調達等合理化計画の改定・策定等

に反映させる。  

 

５．推進体制 

（１） 推進体制  

１）調達等合理化推進チーム（以下「推進チーム」という。）は、調達等合理化計

画を策定する。推進チームは、以下のメンバーで構成する。 

 

総括責任者  理事（総務本部長） 

副総括責任者 経理部長 

構成メンバー 各事業所及び地域センター等の契約担当職 
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２）推進チームの下に、経理部及び各事業所等の会計担当職員で構成する調達改善

に関する連絡会議をおき、調達等合理化計画の案を策定するとともに、計画の

推進を図る。 

 

構成メンバー 調達室長、各事業所及び地域センター等の研究業務推進部・ 

室の会計グループ長等、環境安全企画室施設調達グループ長 

 

３）計画の推進に当たっては、経理部がその事務局を担う。 

 

（２） 契約監視委員会の活用  

契約監視委員会は、当計画の策定及び自己評価の際の点検を行うとともに、これに

関連して、理事長が定める任務（競争性のない随意契約の妥当性に関すること、競争

性のない随意契約から一般競争入札等への移行に関すること、一般競争入札等の競争

性の確保に関すること、特例随契による調達の妥当性に関すること、に該当する個々

の契約案件の事後点検）を行い、その概要を公表する。  

 

６．その他 
調達等合理化計画及び自己評価結果等については、ホームページにて公表する。  

なお、新たな取り組みの追加等があった場合には、調達等合理化計画を改定する。 

また、本計画の実施に当たっては、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律」（昭和 41 年 6 月 30 日法律第 97 号）、「国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律」（平成 12年 5月 31 日法律第 100号）、「国等による障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進等に関する法律」（平成 24 年 6 月 27 日法律第 50 号）等の諸施策と

の整合性に留意する。 


